
令和６年１２月９日 

 

 東京都知事 

  小 池 百合子 様 

一般社団法人 豊洲市場協会 

                         会 長  伊  藤   裕  康 

 
 知事におかれましては、益々ご清祥のことお慶び申し上げます。 
 平素は豊洲市場の運営につきまして、格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 
 
 豊洲市場は本年 10 月 11 日に開場 6 年を迎えました。開場してすぐコロナ禍に伴

う非常事態が長く続き、その間我々市場関係者もひたすら耐えつつ、同時に一日た

りとも市場流通を切らさず、豊洲市場に明るい光が射す日を待ち続けて参りました。 
 本年 2 月に千客万来施設が開業し、市場を含む豊洲の街が活気を帯びてまいりま

したが、まわりに引っ張ってもらうのではなく、豊洲市場自らが豊富な食材や食品

流通について世間にアピールし、元気に日々営業していると発信することが重要と

考え、11 月 3 日に「豊洲市場まつり」を開催いたしました。地域の方々をはじめ多

くの来訪者に市場の味、市場の雰囲気、そして市場人（いちばじん）の心意気を感

じていただくことは我々の悲願でもありました。知事にもご来場頂き、感謝に堪え

ません。 
 ようやくスタート地点に立つことができる、我々はそのように思い、新たな気持

ちになって、気を引き締めていきたいと思っております。そのうえで、以下 3 点を

申し上げたいと思っております。 
 
１ 豊洲市場を取り巻く環境変化へ対応し、選ばれる市場に 

 

 豊洲市場が開場して６年が経過し、取り巻く環境は設計当初から大きく変わり

続けており、市場に求められる機能も多くなっております。顧客の大型化や機能

の細分化、求められる情報量の増大などに対応しつつ、市場が本来持つメリット

を最大限生かせるよう、現状足らないものについてハード・ソフト両面で整えて

いく必要があります。例えば駐車場や荷捌き場において日照や風雨を避ける屋根

などの設備はもちろん、物流形態の多様化への対応など、効果的な整備手法を常

に検討していくなど積極的な手を打つことで、「選ばれる市場」として市場機能を

一層強化していけると考えます。また、市場内で排出される発泡スチロールのケ

ミカルリサイクルを積極的に推進するなど、ゼロエミッション化への取組も重要

です。 

加えて、物流・商流ともに様々な分野においてＤＸ化が求められております。

日々進化するデジタル技術は商取引分野にも大きな影響を及ぼしており、その対
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応に遅れをとるわけにはいきません。ハード・ソフト両面での取組を進め、御都

と共に市場利用者にとってより使いやすく効率的な市場を目指していきたいと考

えます。 

 
２ 食文化の拠点として、豊洲市場から発信を 

 
 豊洲市場は新鮮な食材の流通拠点であると同時に、情報の発信拠点としての機

能や地域の一員としての役割が求められています。生鮮食料品を日々取り扱って

いる卸売市場だからこそ、食に関する発信をしていかなくてはなりません。 

本年２月に開業した千客万来施設と人や情報を通じて連携することにより、か

つての築地の「場内と場外」のような関係が生まれ、これまで以上に賑わいが生

まれることを期待しています。そして、豊洲市場の内外に集う、全国の産地から

届いた新鮮な魚や青果、それらを扱うプロである市場関係者、我が国の食文化の

担い手である料理人、食を楽しむ国内外の観光客などが創り出す混然一体となっ

たエネルギーを発信することは豊洲市場にしかできないコンテンツです。鮮度の

良い情報を瞬時に発信できるよう取り組んでいきたいと思っております。ご協力

をお願いします。 

 
３ 災害に強い豊洲市場の構築 

 

豊洲市場が基幹インフラとして機能していくためには、現場での災害対策につ

いて見直し、とくに年々被害が大規模化する風水害や今後発生が懸念される首都

直下型地震など、想定される様々な危機へ万全の備えを行うことが必要です。 

来場者や市場関係者の命を守ることはもちろん、被災度合いに応じ「食」を供給

し続けるなど万全の体制を構築するためには、卸売市場の開設者である御都と、

取引を担う我々市場関係者が連携し、多岐にわたる災害リスクへの備えやリスク

管理を行うことが不可欠です。有事の際にも着実に事業継続を果たせるよう、御

都と共に取り組んでまいりたいと考えます。 

 以上３点、これらの担い手は誰か。第一義的に我々市場業界に他なりません。

もとより開設者である東京都の御協力を頂く場面は多々あろうかと思います。し

かし、卸売市場は水産物、青果、花きという生鮮品が我々市場関係者によって取

引され、それにより安定的に流通される実体経済そのものの場であります。ご存

じの通り市場の取扱実績は以前のような水準ではありません。気候変動に伴う水

産資源の状況が大きく変容していることなど、外部環境は大きく変化している中、

卸売市場も内向きでなく外部に目を向け、これら多くの課題に対峙してゆかなく

てはなりません。 

 我々は豊洲市場という場に安住することなく、危機意識をもって生き残り、

「地元に愛される、都民に信頼される、世界に羽ばたく」を実現するために力を

尽くす所存です。 
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令和６年 12月 9日 

 

東京都知事 

  小池 百合子 様 

 

一般社団法人 大田市場協会 

会長 川田 一光 

 

令和７年度 東京都の施策及び予算に対する要望 

 

大田市場は、我が国随一の総合市場に成長・発展し、人々の暮らしを支えて

います。大田市場の事業者は、社会生活上必要不可欠なインフラとしての市

場機能を維持し、新鮮な野菜、果物、水産物及び花きを、都民、首都圏さらに

は全国の消費者へ途切れることなく供給するため、鋭意取り組んでいます。 

大田市場が将来にわたり、消費者に安全・安心な生鮮食料品等を供給し続

けていけるよう、産地、消費者との信頼を高めていける新たなネットワーク

を構築する物流改革を進めていきたいと考えております。 

そのためには、私ども自身の努力はもとよりですが、開設者である東京都

のリーダーシップとご支援・ご協力が是非とも必要です。大田市場が安全で

今後とも暮らしを支える基幹市場として発展していけるよう、特に下記の点

について、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ Wi-Fi環境の整備と日本初のＤＸ化への後押し 

働き方改革に伴う物流・運送業界の 2024年問題によりトラックドライバ

ーの労働時間が短縮され輸送能力の不足が生じています。トラックの場内
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滞留時間が長いままであれば、大田市場への出荷が忌避されて全国の産地

からの供給が減少し、最終的には日本最大の消費地に暮らす都民が生鮮食

料品等の価格高騰を被るリスクを抱えるようになりました。 

国や全国の農協はトラックの場内滞留時間の短縮を強く求めており、大

田市場は様々な手法で場内物流のスピードアップを図っております。しか

し、設計当初の想定取扱量を大幅に超えてしまった大田市場は、場内の狭

隘化が進み、もはやこれまでの取組が限界に達しています。 

このような状況を打破し、さらなる場内物流の効率化を図るため、全国

初となるＤＸ化による新時代の「場内物流管理システム」が必要になりま

す。場内物流管理システムのうち、まず卸から仲卸、買参人等への荷渡し

を迅速にするための「共同荷置場案内システム」について、現在、青果卸

３社が協力し、都の財政支援を受けて開発を進めています。 

共同荷置場案内システムを始めとした場内物流管理システムを実効性あ

るものとしていくためには、場内で不特定多数の者が低廉にアクセスでき

る通信基盤としての Wi-Fi環境の整備が必要不可欠です。 

そのため都は、大田市場において Wi-Fi 環境の整備に取り組んでいただ

いており、今年度に加工・荷捌棟前等で先行整備し、来年度以降、整備箇

所を順次拡大していく予定とお聞きしています。 

場内物流管理システムの機能を十全に発揮するため、都による Wi-Fi 環

境の整備を着実かつ加速して進めていただきたい。 

トラックの場内滞留時間を短縮するためは、入退場時刻を把握して入退

場を管理するシステムの導入も必要です。現在、都はシステム導入に向け

た調査を進めていただいています。 

Wi-Fi 環境の整備とともに、当システムの導入も着実かつできるだけ早

期に進めていただきたい。 
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２ 物流改革に係るレンタルパレット運用整備推進へのリーダーシップ発揮 

  大田市場青果部の取扱量は今後も増加を続けると予測されており、場内

物流を一層効率化するためには、パレット化の推進など、生鮮食料品を供

給する新たなネットワークの構築が求められています。 

「大田市場パレット利用検討会」において都と業界は、レンタルパレット

保管場所の試行やレンタルパレット管理ルールの検討に取り組んでいます。

今後、保管場所の暫定使用から本設置への移行及び管理ルールの設定・運用

が確実に行われるよう、都は一層のリーダーシップを発揮していただきたい。 

 

３ 大田市場内の徹底した安全確保 

  大田市場が今後とも市場機能を維持・発展していくためには、場内の徹

底した安全確保も不可欠です。大田市場では、トラックのほか、フォークリ

フトやターレット式構内運搬自動車などの車両が数多く行き交っており、

常に事故発生の危険性をはらんでいます。 

都は、本年７月に中央卸売市場内の交通ルール遵守を徹底するため、行政

処分要綱を改正し、行政処分の対象となる「車両等による危険行為」を明確

化しました。場内における事故を根絶するため、都から市場関係者に対し広

く注意喚起を行うとともに、行政処分を厳格に適用することなどにより、都

と市場関係者が一体となって場内の安全を確保できるよう取り組んでいた

だきたい。 

場内の徹底した安全確保には、都の警備委託も重要です。警備会社との連

絡調整や警備員への指導を強化して、警備委託を確実に実施し、場内秩序維

持を万全にしていただきたい。 
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令和 6年 12月 9日 

 

東京都知事 

  小池 百合子 様 

 

東京都青果小売商団体協議会 

会長 近藤 栄一郎 

 

卸売市場などに関する青果小売業の要望書について 

 

 私たち東京都青果小売商団体協議会（以下「都青協」という。）は、青果小売業者で

構成する団体であり、個々の会員はお客様である都民に対して日々新鮮な野菜・果物

をお届けすることで、都民の食生活を支えていると自負しております。 

 また、青果小売業者は、地域に根差した商売を行っているだけではなく、地域コミ

ュニティの一員として、町内会などの諸活動に参画し、もって地域経済の発展に努め

ているものと理解しております。 

わが国では、生産性を向上させる観点から、ペーパーレスなどのデジタル化への対

応に加えて、これまでのビジネスモデルを変化させるＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）が進展しておりますが、私たち小売業界におきましても、その環境変化

に向き合って参りたいと考えております。 

 また、私たち青果小売業者にとりまして、公正な価格で多種多様な青果物をいつで

も仕入れることができる卸売市場は、私たちが商売を続けていく上で必要不可欠であ

り、社会インフラとして重要な施設です。 

生鮮食料品の品質管理はもとより、安全性に対する都民の関心がより一層高まるな

か、今後とも、都民へ青果物を安定的に供給していくうえで、仕入れ先である卸売市

場において、時代のニーズに即した施設が整備されることは極めて重要であると認識

しております。 

 つきましては、都青協として以下の事項について要望いたします。 

 

一 市場休市日に係る施設整備 

当業界は中小企業者が多く、生鮮食料品をストックする場所等に余裕がない場合

が多く、当日仕入れ、当日販売での営業を基本としている。また、小中学校及び外食

産業に対して納品を行っており、鮮度や品質管理等が求められている。 

こうした状況を踏まえ、卸売市場における休市日対応への生鮮食料品のストック

施設や災害時に生鮮食料品等の供給にも資する保冷施設の整備を行い、併せて消費

者の食に対する安全・安心を確保する必要がある。特にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

は、卸売市場でも求められているものと理解している。 

なお、保冷施設の整備に当たっては、青果小売業界に対して丁寧な説明を行うとと

もに、業界の意向を十分に把握した上で行ってもらいたい。 
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二 イベントなどに対する支援 

(1)青果小売組合で取組するイベントに対する経費などの補助をお願いしたい。 

当業界は、青果物流通の流通業者として、その機能と役割を果たす観点から、消 

費者に対して、安全でおいしい青果物の提供と普及啓発に努めることが肝要である 

と考えている。 

厚生労働省の健康日本 21で提示されている生活習慣の改善・栄養・食生活にお 

いて、目標値として１日 350グラム以上、果物は 200グラムと提示されている。 

東京都は全国の人口の１割を占めていることから、イベントの実施効果は相当期            

待されるものと思料しているところで、東京都下で開催する青果物消費拡大のイベ 

ントを実施するに当たって、御支援をお願いしたい。 

 

(2)小売関係者が市場まつりで、青果物の普及啓発などの取組を行う場合には、相当

な支援をお願いしたい。 

 

三 衛生管理のための保冷車の助成制度の創設 

青果小売業界は、食品衛生法の規定に基づき、衛生管理が求められているところで 

ある。このためコールドチェーンを確保しつつ、実需者のニーズに応えるため、保冷

車など衛生管理のための助成制度を整備されたい。 

 

四 東京都中央卸売市場の整備 

 １ 各市場の整備 

    各市場の整備については、令和３年度に策定した経営計画を踏まえ、一部の市

場において、今後の市場の在り方を検討しているところです。市場の在り方の検

討は、当該市場関係者である売買参加者の団体に対し、十分に理解が得られるよ

う説明をお願いしたい。 

 

 ２ 物流効率化に資する青果部荷捌場の整備 

    青果小売業に対する有蓋荷捌き施設が整備されていないため、降雨や降雪の際

に商品や売買参加者などが濡れながら荷捌きを行っており、物流も円滑に確保さ

れていない状況にある。こうした市場にあっては、荷捌きの一層の効率化を確保

する観点から、売買参加者団体等の意見を踏まえ、有蓋荷捌施設の整備を講じら

れたい。 

 

３ 青果部卸売場の低温卸売場の整備 

卸売市場において生鮮食料品の品質を確保したコールドチェーン流通が途切れ 

ていることから、特に夏場において鮮度保持が確保されていないことにより、品 

傷み等が排除できないなどの喫緊の課題がある。このため、低温施設が十分でない

市場において、コールドチェーン流通に資するための施設の整備をお願いしたい。

加えて、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理のためのソフト・ハードの整備

を進めていくようお願いしたい。 

 

 ４ 卸売市場の駐車場の整備、充電設備の充実 
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一部の卸売市場で時間帯により売買参加者用の駐車場が不足する事態が生じて

いる。不足解消に当たっては、駐車場の立体化も視野にして拡充整備をお願いした

い。 

荷捌などに使用するターレットトラックの動源はエンジンから電気にシフトし

ているが、充電設備が不足していることから拡充整備をお願いしたい。 

 

５ ＤＸ推進の対応 

東京都中央卸売市場は、全国を代表する中央卸売市場であると理解している。 

近い将来、卸売市場の有する集荷・分荷、価格形成、代金決済、情報の受発信など

の機能においても、ＤＸの進展が来るものと思料している。こうした状況を踏まえ、

東京都の監督下にある売買参加者もそれに対応していくことが重要であると認識

しており、卸売業者及び仲卸業者並びに売買参加者に寄り添って、東京都による指

導助言や支援をお願いしたい。 
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令和６年１２月９日 

 

東京都知事 小池 百合子 様 

 

 

住所    東京都新宿区西新宿７－８－１０ 

                         オークラヤビル２Ｆ 

法人名  社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

                （東京都手をつなぐ親の会） 

代表者名   理事長（会長）   立原 麻里子   

 

 

 

令和７年度予算等要望について 

 

 

ここに、令和７年度の東京都における福祉・教育・雇用などに関する予算等要

望をあげさせていただきます。 
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要望項目 

（１）福祉局 ＜重点項目＞ 

社会情勢の変化に鑑み、障害者グループホーム家賃の助成金額や収入

基準の改善をお願いします。 

 

（２）福祉局 ＜重点項目＞ 

重度知的障害者や強度行動障害のある人が利用できるグループホームを

増設するために、都有地提供ならびに人材育成のための策を講じてください。 

 

（３）福祉局 ＜重点項目＞ 

新たな医療費助成（愛の手帳３度・４度）の仕組みをご検討ください。 

 

（４）福祉局 

「区市町村障害者就労支援事業」を区市町村包括補助事業ではなく、単

独の事業とし、予算を拡充してください。 

 

（５）総務局 

    東京都における知的障害者の雇用について、対象者と職場の拡大をご検

討ください。 

 

（６）教育庁 ＜重点項目＞ 

教員の専門性向上に向けたさらなる取り組みをお願いします。 

 

（７）教育庁 

教員不足の解消に向けた早急な取り組みをお願いします。 
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【解説】 

（１）福祉局 

ここ数年の物価や地価の上昇がグループホームの家賃設定にも影響を及ぼしている中、東

京都では、国制度の家賃助成 10,000 円（非課税者対象）に加え、区市町村包括補助事業

等の中で、所得が月額 73,000 円未満の人には 14,000 円、同じく所得が月額 73,000 円から

97,000 円の人には 2,000円の家賃を助成していますが、平成 23 年 10 月から 10 年以上、助

成金額も所得の算定基準も変わっていません。 

グループホームの家賃が高いのは、東京都ならではの課題です。そのうえ、他の障害に比

べて知的障害者の収入が低いことは、東京都の福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」

の結果でも示されています。グループホームに居住し就労継続支援 B 型で働いている知的障

害者の一般的な収入内訳は、障害基礎年金 2 級と工賃、区市町村の福祉手当です。この

収入の中から家賃、食費、光熱水費、日用品費、給食費の他に医療費（愛の手帳３・４度

の者）、小遣い（余暇活動参加費等）、携帯電話代、被服費などが必要となり、近年特に物

価高騰が続く中、健康で文化的な生活を営むのは困難です。 

毎年の要望に対して、東京都からは「所得補償の問題」との回答をいただいていますが、

年金や工賃に、物価や光熱水費の上昇に追いつくほどの増額は望めません。収入が少ない

ことに加えて生活を維持するための支出が多く、暮らしを圧迫していることが問題であるので、家

賃額に応じた助成をすることも一案ではないでしょうか。 

入所施設からの地域移行促進や保護者の高齢化によりグループホーム利用者が増えるこ

とも鑑み、収入が少ないために入居をあきらめることなく、親の支援がない状態でもグループホ

ームで暮らし続けられるよう、助成金額と収入基準を改善してください。 

 

（２）福祉局  

 東京都では障害者グループホームの設置が進んでいるものの、重度知的障害者や強度行

動障害の状態にある人など、手厚い支援が必要な人を受け入れることのできるグループホー

ムがまだまだ不足しています。親子の高齢化への対応や入所施設からの地域移行の受け皿

がなく、住み慣れた地域で暮らし続けることが困難な状況です。 

重度の人を受け入れるには、一定の広さのある建物と、障害特性に応じた支援を提供でき

る人材の育成が必要です。区市町村に対して、一定の広さの土地を確保するための都有地

のさらなる情報提供とともに、地元地域との調整に関する支援を実施し、早急に重度知的障
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害者の居住の場の確保をお願いします。それと同時に、強度行動障害支援者養成研修から

ステップアップするための研修（東京都では、東社協が実施しているアドバンス研修）を拡充す

る等、人材確保のための具体的な方策をご検討ください。 

 

（３）福祉局 

 毎年の要望に対して、都からは「心身障害者（児）医療費助成制度」は、重度心身障害者

の医療の困難性とその経済的な負担が大きいことに着目して公費助成を行っているとの回答

をいただいています。しかしながら、知的障害者は他の 

障害に比べて収入が少ないことは東京都の福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」の結

果からも明らかで、一般の人と同じ３割負担では負担が大き過ぎ、中には体調が悪くても受診

を控える人もいます。収入の少ない愛の手帳 3・４度の人には、負担割合の低減や自己負担

金上限の設定など、新たな軽減措置をご検討ください。 

 

（４）福祉局 

障害者雇用のニーズの高まりを受けて、区市町村障害者就労支援事業（就労支援センタ

ー）を利用する人が急増しています。令和５年度の都内特別支援学校卒業生は、1,５６４人で、

そのうち企業就労した人は、７２５人です。この卒業生は３年後、学校のアフターフォロー体制

から区市町村就労支援センターに引き継がれることになります。 

また、特別支援学校高等部の職能開発科の設置校が増えたことで、区市町村就労支援

センターが受け持つアフターフォロー対象者数は年々増えていきます。現在、この区市町村

就労支援事業は、グループホームの家賃助成と同じく、区市町村包括補助事業に組み込ま

れています。 

障害があっても、本人が望めば企業等で働くことができるようになりつつあります。それを永年

継続していくためには、本人の努力もありますが、障害者も企業も困った時に相談できる就労

支援センターがあるということ、定期的に訪問してくれ、問題が大きくならないうちにフォローしてく

れる支援者がいるということ、そして何よりも見守ってくれる人がいるという安心感を皆が享受でき

ることが重要であり、こうした大きな役割を果たしているのが、就労支援センターです。ただ、現

状は登録者の増加、職員不足で職場訪問など丁寧な就労継続定着支援が難しくなっている

就労支援センターが多いと聞いています。 

このような大切な役割を持つ「区市町村障害者就労支援事業」を包括補助事業ではなく、
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単独の事業として予算を確保し、障害がある者が企業就労を安定して継続できるようにしてくだ

さい。 

 

（５）総務局 

令和 3 年 4 月より、オフィスサポーター（非常勤）から常勤にステップアップする枠組みを創

設していただいたことは多いに評価しています。 

都庁において知的障害者が働くということは、広く社会や民間企業に大きな影響を与えます。

都庁での知的障害者のさらなる雇用促進のため、就労できる対象者が増えるように採用方法

や業務内容について検討いただくとともに、職員食堂などの委託業者においても、知的障害

者の雇用を促してください。 

 

（６）教育庁  

特別支援学校や特別支援学級の児童・生徒数が増えている背景には、その子供にとって

適切な支援を受けることで、その子の最大限の能力を引き出したいと希望する保護者の願い

があります。インクルーシブ教育の推進とともに、こうした保護者の願いを叶えるためには、通常

学級においても支援体制を充実させる必要があります。 

また、生来の障害ではない強度行動障害は、学齢期に多く発現することが指摘されており、

強度行動障害を生まない教育環境や指導方法が求められています。これまで行われてきた

「異校種期限付き異動」や「短期人事交流」の活用によって、特別支援学級や通常学級教

員の専門性の向上を図るとともに、障害者支援の現場で行っている「強度行動障害支援者

養成研修」の積極的な受講や、同様の研修カリキュラムを教職員研修センターで実施する

等の方策を講じることで、教員の専門性向上への取り組みをさらに進めてください。 

 

（７）教育庁 

教育庁では、教員確保策として「学校における働き方改革推進に向けた実行プログラム」を

策定し、働き方改革に取り組んでいるとのことですが、それだけでは優秀な教員の確保には間

に合わないと思われます。早急な処遇改善・環境改善により教員の確保をお願いします。 
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団体名 公益社団法人東京都リサイクル事業協会 

要      望      事      項 

1 集団回収の維持・存続のための支援について 

資源集団回収は、町会・自治会等の地域コミュニティと地元の再生資源回収事業者の

協働による効率的なリサイクルシステムとして、これまで各自治体のさまざま支援によ

って維持・存続してきております。しかしながら、ペーパーレス化による古紙発生量の

減少、資源価格の低迷、人材確保難や原燃料費の高騰等々により、資源回収業者を取り

巻く事業環境は年々厳しさを増し、集団回収は存続の危機にあります。 

集団回収事業は地域コミュニティの醸成につながるとして、各自治体ごとに住民団体

や回収業者に対して工夫をこらした多様な支援等が展開されていると承知しておりま

す。しかし、そうした持続性・効率性の面等で優れた取り組み等の情報等が都内全域で

共有化されていないため、行政支援の地域間格差の一因となっていると考えています。 

他方これまで東京都では、区市町村との連携により「地域の健全なリサイクルシステ

ム維持支援事業」において、今年度からは「環境政策加速化事業-廃棄物の３Ｒ推進事

業」として実情に応じて財政面での支援策を適宜追加いただいてきたところです。 

 

＜要望＞ 

存続の危機に直面している集団回収対策として、各自治体の支援策調査等によって知

見をお集めいただき、自治体や資源回収業界に指導や情報提供をいただきたい。 

加えて従前から継続いただいている回収業者への区市町村の財政支援が「令和 4年度

以降に行う、新規支援または既存支援の拡充に限る」となっています。集団回収存続の

危機に新旧の差はありません。開始時期の限定条件を解除いただき、すべての集団回収

事業を支援対象にしていただきたい。 

 

2 廃掃法の専ら物規定の運用の明確化と徹底について 

一昨年度環境省より「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて」の説明

（20220624 廃棄物リサイクル行政主幹課長会議）と通知（令和 5.2.3）が出されまし

た。この通知は、専ら物業者に専ら物の処理を委託する場合、マニフェストの交付は不

要で、その事業者が産廃の業の許可を取得していても適用されることを明確に示してい

ます。 

一方でこれまでの都の産業廃棄物指導は、「専ら業者が産廃の許可を取得したら、たと

え、対象が専ら物であっても産廃業者として事業をしてもらいたい(マニフェストの発行

は必要)」とされていたと認識しております。 

この通知に関連し、昨年度当協会より「都におかれましては今般の環境省通知内容を

ご確認いただき、従前からの指導の変更の必要性についてご検討いただきたい」と要望

し、「適正な再生利用がなされることの確認方法を整理するなど、指導方針の検討を進め

ています」とのご回答をいただきました、 

当協会は専ら物取扱業者が主な構成員であり、都における指導方針の検討にあたって

は当協会を通じて広く関係品目の流通実態について情報を提供させていただき、最新の

指導方針について各事業者に伝え、適正で合理的な再資源化を推進してまいりたいと考

えております。 

＜要望＞  

都において適正な再生利用がなされることの確認方法を整理するなど、指導方針の検

討を進められる際には、当会業界の関係品目の流通実態等に即したご対応を賜りますよ

うお願い申し上げます。 
 

 

令和 7 年度東京都予算要望全文 （12/9都知事ヒアリング） 
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3 リサイクル委託事業等の競争入札に関する対応について 

廃棄物処理法では、一般廃棄物の収集、中間処理は、国民が衛生的な環境下で健康で

文化的な生活するために適正な処理が求められ、自治体の確実な履行が最優先に位置づ

けられています。他方、一般競争入札は、低価格による履行を重要な要素とするため、

廃掃法の主旨と相容れない関係にあります。すなわち、自治体の資源分別回収と中間処

理は、「競争入札に適さない契約」といえますが、実際には「自治体の契約部門等の理解

が十分でないため、競争入札にされてしまう」事例が散見され、これでは地元の資源回

収機構の崩壊にもつながりかねません。 

ご案内のとおり、環境省からは安定した公衆衛生事業維持の観点から、２つの通知（※

1-H20.6.19、H26.10.8）が出されており、都や政令指定都市を通じて地方自治体へ伝達

されていると認識しています。しかしながら、地方自治法 234条を根拠に競争入札を実

施する事例があります。加えて随契の必要性を整理した学術論考も添付申し上げます

（※2）。

＜要望＞

東京都におかれましては、資源回収機構の社会的存在意義をご理解いただき、引き続

き２つの通知の主旨等が都内自治体に広く行きわたり、担当者が異動した場合でも本主

旨が組織として認識継続されるとともに、事業所管外の契約部門の方にもご理解いただ

ける方策等々、リサイクル委託事業が競争入札とならないようにご助言・ご指導をご継

続いただきたい。 

※1「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条第 1 項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっ

ての指針について（通知）」（廃棄物対策課長 平成 20 年 6 月 19 日）

「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用について（通知）」（廃

棄物・リサイクル対策部長、平成 26 年 10 月 8 日）

※2＜添付＞「随意契約の方法による行政契約の締結」地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項 2 号「その性

質又は目的が競争入札に適しないもの」の意義─甲南大学法科大学院教授 石井 昇 甲南法務研究

No.12

4 昨年 10 月より実施された 23 区事業系ごみ処理料金の値上げに伴う、リサイクル促

進支援について 

現在 23 区内では 11 区において、中小零細事業者向けのリサイクルシステム（東商エ

コリーグ）が稼働しています。本事業は旧都清掃局が 23 区の事業系ごみの全面有料化

を実施するために東京商工会議所と当会の前身（R 団連）に委託して構築したリサイク

ルシステムです。23 区内には対象の事業所が非常に多くございますが、処理料金を負担

しなくて済む家庭系のリサイクルルートに排出する事業所があるのが実情です。このた

め、各地区のリサイクルシステムでは参加事業所数が伸び悩んでいます。今般のごみ処

理料金の改定は 6 円/㎏もの値上げのため、排出事業者にとってはごみ処理より安価なリ

サイクルへのインセンティブが働くものと思われます。

＜要望＞

昨年 10 月に実施された 23 区事業系ごみ処理料金の値上げは、23 区内の中小零細模

事業所のリサイクルを促進させる好機です。都として、東商エコリーグや既存古紙回収

事業者が用意するリサイクルルートへの切り替えがすすむよう、23 区に対して働きか

けをお願いしたい。 
以 上 
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令和 6 年 12月 9日 

東京都知事 

小 池 百 合 子 殿 

三多摩清掃事業協同組合 

理事長 加 藤 宣 行 

 

令和 7年度東京都予算に対する要望書 

 

小池百合子知事におかれましては、ご就任以来一貫して環境政策を都政の最

重要課題として位置付けられ、国内外において積極的にお取り組みいただき心

からお礼申し上げます。 

令和 7年度東京都予算に対し下記の通り要望致します。ご理解のうえ実現し

ていただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

１．一般廃棄物処理業務における「労務費の適切な転嫁」の実現 

都は、令和 6 年 10 月 11 日、小池百合子都知事名で各市区町村長宛に「一般

廃棄物処理業務における『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』

等を踏まえた対応について」（通知）を発出してくださいました。 

これは各市区町村が極めて重い責任を担っている区域内の一般廃棄物処理事

業を事業者に委託して処理をしながら、その委託料に労務費が適切に転嫁され

ていない実態を踏まえたものであり、9 月 30 日に発出された環境省局長通知と

同様の認識と承知しています。 

 そこで、この都知事通知にある通り、委託料に労務費の適切な転嫁がなされ

るよう下記の通り要望します。 

 

(1) 委託料の予算算定にあたっては、市町村が事業者から適切にヒアリング

を実施するよう市町村の取り組み状況の実態調査を速やかにお願いします。 

・都知事通知の「価格交渉に関する指針、基本方針を踏まえた一般廃棄物

処理業務の委託の入札・契約・手続きの運用における留意事項」では、

「受注者がこうした公表資料を用いて提示して希望する価格については、

これを合理的な根拠があるものとして尊重し、仮にこれを満額受け入れ

ない場合には、その根拠や合理的な理由を説明することが求められる」
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としています。 

 

・東京都が実施した今夏の市区町村アンケート調査で、12 市１町が事業者か

らのヒアリングを一切行っていないことが明らかになっています。 

 

・また同調査で「事業者からヒアリングを実施している」と答えた市町村で

も、そのヒアリングの態様が適切かどうかのご確認もお願いします。 

 

・さらに同調査では、指名競争入札を実施している市が７市もあることが確

認されています。これは平成２６年の最高裁判決に明らかに違反していま

す。 

 

（平成 26年最高裁判決） 

「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねら

れるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」 

 

（都が提示した公表資料） 

・ 都道府県別の最低賃金の上昇率 

・ 春季労使交渉の妥結額やその上昇率 

・ 国土交通省が公表している公共工事設計労務単価における関連職種

の単価やその上昇率 

・ 一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃（令和６年国土交通省

告示第 209 号） 

・ 厚生労働省が公表している毎月勤労統計調査に掲載されている賃金

指数､給与額やその上昇率 

・ 総務省が公表している消費者物価指数 

・ ハローワーク（公共職業安定所）の求人票や求人情報誌に掲載され

ている同業他社の賃金 

 

(2) 実態調査には事業者からのヒアリングが必要です。ただし来年度の予算

算定や契約交渉等までに、極めて時間も限られているため、まずは多摩地

域の事業者で構成される本組合と実施してください。 
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・都はこれまで、市区町村に対するアンケート調査等は実施しましたが、

適切に委託料の価格交渉が行われるためには事業者からのヒアリングが

重要です。 

 

・発注者である市区町村の予算算出の手続き開始までに時間が限られてい

ますので、まずは本組合からのヒアリングの実施をお願いします。 

 

・その後、必要性の高い事業者から順次ヒアリングをお願いします。 

 

(3)発注者である市町村との価格交渉や、実勢価格の上昇などを受け契約変

更の必要が生じた際に、受注者が理不尽な対応等を受けた場合の相談窓口

を都に設置してください。 

・これまで受注者は長年にわたり、仕事を失うリスクを恐れて発注者との

価格交渉はほとんど不可能な状況でした。発注者側の言い値で委託料が

決まってきたという現実があります。 

 

・このたびの都知事通知を踏まえた価格交渉が実現するように、公表資料

を用いて提示して希望した価格が実際に尊重されるように都の技術的支

援をお願いします。 

 

・また都知事通知では、発注者に対し実勢価格に変更が生じた場合は適切

に対応することを求めております。長年にわたり契約変更に応じてこな

かった実情がありますので、都の技術的支援をお願いします。 

 

(4) 市区町村による一般廃棄物処理事業の委託に関する諸課題を解決するた

め、都に本組合との常設窓口の設置をお願いします。 

・最高裁判決が明確にくだされて 10年以上が経過し、国から２度の通知が

発出されても、ほとんどの市区町村で適切な契約に見直されなかった根

深い歴史があります。 

 

・令和 7 年度には、委託料が適正価格で契約されることは当然のことなが

ら、委託契約金額にとどまらない諸課題の解決に向けて、都としても積
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極的に関与していただくために、本組合との常設窓口を設置してくださ

い。 

 

(5)廃棄物処理法に定める通り「委託料が受託業務を遂行するに足りる額」

となるように、市町村の財政が厳しい場合には、都からの財政支援をお願

いします。 

・これまでの価格交渉では、受注者が合理的な根拠を示した希望価格に対

しても、発注者である市町村が「財政上困難」や「予算上難しい」など

として、意図的に委託料が抑えられてきました。 

 

・市町村の厳しい財政状況から、長年にわたり委託料を変えないばかりか、

一般競争入札の導入をちらつかせつつ、理不尽ともいえる額の委託料を

提示してくる自治体も存在します。 

 

・事業者としては、『受託業務を遂行するに足りる額』に到底及ばないと

認識しつつ、業務を全て失うリスクを考え、自治体の言い値で契約を締

結せざるを得ない状況となっています。 

 

・一般廃棄物の収集・運搬に要する原価は、①収集作業員・運転手の賃

金・保険料等から構成される人件費、②作業着・手袋・作業靴等で構成

される消耗品費（収集関係経費）、③収集作業に使用する車両の燃料

費・損料（減価償却費）・修繕料等から構成される車両経費、④企業の

経費等から構成される一般管理費等から構成されます。 

 

・昨今の物価上昇により、燃料費をはじめとする車両経費はすさまじい勢

いで高騰し、2024 年度の公共工事労務単価は前年から 5.9％上昇してい

ます（労務単価は 12年連続上昇）。 

 

・この状況が続くようであれば、事業者の業務遂行は遠からず立ち行かな

くなり、都民生活に多大な影響を及ぼしかねません。 

 

・必要に応じて市町村に対する都の財政支援をお願いします。 
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２．熱中症対策補助の継続・拡充 

(1)熱中症対策の市区町村への財政支援を継続してください 

・都は今年度、エッセンシャルワーカーの熱中症対策として、ファン付き

ウェアなどを含め様々な熱中症対策グッズに補助金を新設し、市区町村

が活用できる支援を開始しました。これを令和７年度も継続してくださ

い。 

 

・熱中症対策は命の危険に関わる問題であり喫緊の課題です。夏季では朝

８時に 30℃を超え、日中の気温は体温を超えるような日が続いていま

す。 

 

・一般廃棄物の収集運搬の作業員は、命の危険に関わるような猛暑の中で

も、アスファルトの上を駆け回り、重たい可燃ごみを次々と清掃車に積

み込む重労働を担っています。快適で衛生的な都民生活を守る重要な事

業であり、熱中症警戒アラートが発表されても先延ばしできない業務だ

からです。 

 

(2)すべての市区町村で熱中症対策補助が活用されるよう財政支援を強化

してください 

・今年度、都が開始した市区町村への熱中症対策補助は、利用実績が 3区

7市にとどまっています。 

 

・厳しい財政事情にある市町村でも同補助が積極的に活用されるよう補助

スキームの改善・強化をお願いします。 

 

以 上 

















小池東京都知事
令和７年度予算要望ヒアリング資料

日本版



－１－

■ さらに、６年度補正予算において燃料費高騰緊急対策支援にタクシーを
新たに加えていただき、感謝申し上げます。

■ 今後とも、都民への安全・安心・快適なサービスの提供に全力で努めて
まいります。

■ 東京都の今までのご支援により、６年３月末現在で都内のJPN TAXIは
18,000台を超えることができました。

■ また、国土交通省認定のUDタクシー準１級（トヨタシエンタ等）に
つきましても補助対象としていただき、併せて感謝申し上げます。

ハイヤー・タクシー業界への多年にわたるご支援、
感謝申し上げます。



－２－

■ 都内の全車両がUDタクシーとなり、誰もが利用
しやすい交通機関となるよう、全力で努力いたし
ますので、引き続きのご支援をお願いいたします。

■ JPN TAXIは、数度に渡るマイナーチェンジにより、
車いす利用者の利便性が格段に向上しており、
車いすを利用される方々への利便性向上も考慮
していただき、UD同士の代替えにつきましても、
緩和していただきますようお願いいたします。

環境性能の高いＵＤタクシーの導入支援

ＮＲＳ乗務員確保のための支援要請

■ 本年４月より運行開始された日本版ライドシェア
（ＮＲＳ）では、タクシー企業が責任をもって一般
ドライバーを教育し、指定された曜日・時間帯に
安全・安心に利用者を輸送しています。

■ 一般ドライバーが営業を開始するまでの経費は、
タクシー企業が負担しています。

■ 都民の足の確保のため、採算度外視で供給力不足
解消に努めており、実情をご理解していただくと
ともに、ご支援いただきますようお願いいたし
ます。



タクシー乗り場における乗車効率向上のための支援要請

■ タクシー乗り場での利用者利便向上の
ため、ポーター設置や同時乗車台数の
増加等の改善策を講じております。

■ ポーター派遣の経費、同時乗車台数の
拡大に向けたインフラ整備にかかる経費
についてご支援をお願いいたします。

タクシー乗務員へのハラスメント対策等のための支援要請

■ 東京都では、全国初となるカスハラ
防止条例が可決・成立され、当業界
でも非常に心強く感じております。

■ 当業界の施策であるセクハラ防止
「新型防犯衛生シールド」、パワハラ
防止「防犯カメラ作動中LED」の各
装着にかかるご支援をお願いいたし
ます。

－３－



令和６年１２月９日 

東京都知事 小池 百合子 様 

東京都電機商業組合 

理事長 福田 勝則 

 

令和７年度東京都予算に対する要望書 

 

私たち東京都電機商業組合（以下「東京商組」という。）は、地域に根付いた街の電

機店で構成する商工組合であり、お客様に対して、快適な生活を送っていくうえで欠

かせない家電製品を販売するだけでなく、家電製品の安心・安全な使い方や修理など

のきめ細かなサービスを提供することで、都民生活を支えています。 

東京商組加盟の地域電機店は、地域に密着した商売を行っており、地域コミュニテ

ィの一員として、町内会などの諸活動に参画するなど地域社会の活性化だけでなく、

地球温暖化対策に対しても、全国電機商業組合連合会主催の「まちのでんきやさんカ

ーボンニュートラル宣言」に参画するなど、温室効果ガス排出の削減に向けた取り組

みを積極的に行っています。 

東京都は、２０５０年ゼロエミッション、２０３０年カーボンハーフの実現に向け、

様々な取り組みを行っており、ＨＴＴ「電力を（H）へらす、（T）つくる、（T）ためる」

をキーワードに行動変容を促す施策を実施されています。東京商組としても、加盟す

る電機店ともに、特に、家庭でのＨ（へらす）を促すための施策である省エネ家電へ

の買替をサポートする「東京ゼロエミポイント事業」について、東京都とも歩調を合

わせ、脱炭素社会に向けた取り組みを進めています。 

近年、地球温暖化がますます深刻さを増す中、更なる温室効果ガスの削減に向けた

取り組みを進めていくために、以下の事項について要望いたします。 
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１．省エネ家電への買替に対する支援事業の継続と周知活動の強化 

都民の省エネ家電への買替を後押ししている「東京ゼロエミポイント事業」につい

て、お客様からは、家電買替のきっかけだけでなく、日常生活での省エネへの気付き

にもなると喜ばれております。特に、本年１０月に、長期使用家電へのポイント上乗

せなど支援が拡充されたことで、お客様からは、省エネ性能の高い製品への買替を決

断しやすくなったなどの声が寄せられています。今後も、より多くのお客様に事業を

利用しながらこうした買替等を進めていただけるのではないか、と期待しております。  

家電の買替には、温室効果ガスの削減だけではなく、家庭の電気料金も削減できる

という一石二鳥の効果があります。 

そのため、次年度においてもしっかりと予算を確保していただくとともに、より多

くの都民の方に事業を知っていただけるよう、様々な媒体での周知活動をお願いいた

します。  

 

２．地域家電販売店と連携した家庭における省エネ対策の推進 

 ご高齢の世帯などでは、家電製品の効率性やメンテナンス等に気付かず、長く使い

続ける方を多く見かけます。東京商組では、全国電機商業組合連合会と連携し「高齢

者宅家電品安全点検巡回活動」など、販売とは関係なく、お客様所有の家電製品やコ

ンセント回りの安全かつ適切な使い方、又、メンテナンスの必要性についてお伝えす

る活動を行っております。更には東京商組加盟店の多くは、「東京省エネマイスター

店」に認定されており、近年の地球温暖化対策の動向などについて定期的に研修を受

講するなど、知識向上にも務めております。 

このように、日頃から地域と密着した東京商組加盟の地域電機店のノウハウを活用

すれば、より一層、家庭における省エネ促進が行えると考えます。 

ついては、都民の省エネへの行動変容を促すために、家電のプロフェッショナルで

ある地域電機店と連携した家庭における省エネ対策についても、引き続きしっかり進

めていただくようお願いいたします。 
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団体名 一般社団法人 東京都信用組合協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要  望  事  項 

 

１．東京都制度融資にかかる制度内容等の充実 

 

 中小・小規模事業者、特に小規模事業者を主たる取引先とする私ども信用組合にお

いて、「東京都制度融資」は中小・小規模事業者の持続的な成長に向けての重要な施

策となっております。 

 令和７年度におきましても、預託金の十分な確保を含め、より一層の充実をお願い

いたします。 

 また、国際紛争の長期化や金融為替市場を主な原因とするエネルギー・原材料価格

の高騰、人手不足やそれに伴う人件費の負担増など、中小・小規模事業者の経営環境

はさらに厳しさを増しております。 

 つきましては、中小・小規模事業者の資金繰りや事業継続のための更なる支援拡充

策につきましてご配慮いただくとともに、将来にわたり安定した経営を維持するため

の施策についてもご検討をお願いいたします。 

 

 

２．「女性・若者・シニア創業サポート 2.0」の預託金及び補助金の確保並びに制度

内容の充実 

 

 東京都「女性・若者・シニア創業サポート事業」の昨年度での終了に伴い、本年４

月から後継事業である「女性・若者・シニア創業サポート 2.0」がスタートし、多く

の創業者が安心して一歩を踏み出せる環境が整いました。 

 本事業を安定して継続させるためにも、貴重な融資原資である預託金と補助金の確

保をお願いいたします。 

 併せて、創業者への販路開拓支援など、創業者が更に事業を発展していくための施

策についてもご検討をお願いいたします。 

 また、日銀がマイナス金利政策を解除するなど、今までの所謂「ゼロ金利の時代」

から「金利のある時代」に入ってきております。 

 金融機関が創業者に十分な金融サービスの提供を行うための収益が確保できる弾

力的な金利設定と、創業者に過度の負担が及ばない支援策をセットとした施策のご検

討もお願いいたします。 
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団体名 一般社団法人 東京都信用組合協会 

 

 

 

 

要  望  事  項 

 

３．東京都「地域金融機関による事業承継促進事業」の事業終了に伴う後継事業につ

いて 

 

 中小・小規模事業者において、経営者の高齢化等に伴う事業承継は喫緊の課題であ

り、後継者の確保を諦め、廃業を選択する事業者が増加するなか、東京都「地域金融

機関による事業承継促進事業」は極めて有用な制度となっております。 

 本事業は今年度で終了いたしますが、都内事業者数の減少に歯止めをかけるために

も後継事業の制度化についてご検討をお願いいたします。 

 後継事業にあたっては、事業承継が更に円滑に進むよう、事業の後継候補者に対す

る支援やそもそもの後継者不在に悩む事業者への支援、また融資だけではなく、後継

事業者の資本への支援に繋がるような施策などについてもご検討をお願いいたしま

す。 

 また、事業承継の制度融資についても、「女性・若者・シニア創業サポート 2.0」

と同様に、金融機関の収益の確保と事業者の負担を回避する支援策をセットとした施

策のご検討をお願いいたします。 

 

 

４．東京都「地域金融機関による脱炭素化支援事業」の制度内容の充実 

 

 中小・小規模事業者の脱炭素化の支援につきましては、今年度より東京都「地域金

融機関による脱炭素化支援事業」がスタートいたします。 

 より多くの中小・小規模事業者が脱炭素化を推進し、環境保護と自社の光熱費・燃

料費等のコスト削減、更にはビジネスチャンスとして新たな顧客獲得を推進するため

にも、令和７年度においては、規模の拡大と更なる制度内容の充実をお願いいたしま

す。 

 脱炭素化については、中小・小規模事業者だけではなく、金融機関にとっても更な

る知識やノウハウが求められています。 

 金融機関並びに中小・小規模事業者に対するセミナーや脱炭素化事例の還元など、

ノウハウの蓄積や情報提供の充実化についてもお願いいたします。 
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